
議案第５３号 長久手市児童発達支援センターの指定管理者の指定について

１ 運営実績（令和６年度）

⑴ 利用児数（定員に対する利用率、延べ利用者数）

定員に対する利用率＝70％

延べ利用者数＝4,863 人

⑵ 専門職配置の状況

令和 7年 3月時点の専門職配置の状況

児童発達支援管理責任者（常勤）1人、主任保育士兼児童指導員（常

勤）1人、保育士（常勤）５人、保育士（非常勤）８人、児童指導員（常

勤）1人、言語聴覚士（常勤）2人、理学療法士（常勤）1人、作業療法士

（非常勤）1人、看護師（非常勤）2人、栄養士（非常勤）1人

⑶ 待機児・医療的ケア児・重度障がい児の受入れ実績の有無とその対応状

況

令和 7年 3月時点

ア 待機児 １人

対応状況 他事業所で通所サービスを受けていたが、こぐまっこ利

用を希望。翌年度４月から利用できるため、家族に再度利

用の希望確認、本人の状態確認を行なった。その後、３月

中に契約し、４月から利用開始できるよう調整を行った。

７月から保育所等訪問支援も開始した。

イ 医療的ケア児 １人

対応状況 親子通園として受入れ、医師及び看護師と連携を取りな

がら療育。令和 7年度９月に母親の育休が終わり職場へ復

帰することに伴い、サービス提供時間（９時～１４時）で

の利用が難しいため８月末でこぐまっこ退所。

教育福祉委員会

令和７年９月５日

子ども部子ども家庭課



ウ 重度障がい児 ０人

⑷ 保護者からのアンケート結果

別紙「保護者等からの事業所評価の集計結果」

⑸ 苦情・要望の件数と対応内容

苦情 1件

内容：支援記録で記載する児童の名前の漢字表記について誤りがあるこ

とについて保護者から指摘あり。対応として漢字表記について誤

字脱字がないよう会議で情報共有し、その旨当該保護者へ連絡。

⑹ 児童発達支援センターと保育園などとの並行通園の実績

並行通園児童数３６人、１５園

⑺ 並行通園を希望する家族への対応内容

施設への送迎依頼や送迎バスが必要な場合の調整。保育所等訪問支援利

用のサポート。

２ 市直営部門との連携（令和６年度）

「こどもの発達相談室」「教育委員会」との連携実績

⑴ こどもの発達相談室

定例会１回/月、ケース会議（乳幼児連絡会、医療的ケア児等ケース会

議）各３回/年、入所判定委員会９回/年、その他随時対応。

⑵ 教育委員会

ア 保護者向け就学相談（教育委員会主催）実施。

イ 希望する４歳児保護者に対し、地域の小学校特別支援学級や特別支援

学校へ進学するため教育委員会へ情報連携。

ウ 幼少連絡会（教育委員会主催）への参加。
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